
平成 19年 1月 23日

関係会員各位

茨城県毒物劇物保安協会

会長 鷲 見富士雄

(公印省略)

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

この ことについて、平成 19年 1月 22日 付け薬第 1153号 をもって茨城県保健福祉

部長か ら別添のとお り通知がありま したのでお知 らせいた します。



薬 第  11

平成 19年 1

53 号

月 2 2 日

茨城県毒物劇物保安協会  殿

茨城県保健福祉部
審Ⅲ

麻栗,麻 薬原料植物,向 精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一
部を改正する政令の施行について (通知)

このことについて,平成 19年 1月 4日付け薬食発第 0104001号をもつて,厚 生労

働省医薬食品局長から別添のとおり通知がありましたので,御承知のうえ関係者によ

くお矢日らせくださV 。ヽ

なお,今 回麻栗に指定された俗称 メチロン (Methylone)は,注 射栗,座 薬,散

剤などの剤型で解熱,鎮 痛剤の処方せん医薬品として流通している製品名 メチロン

(Metilon),一般名 スルピリンとは異なる物質ですので御注意願います。



電廿亀い

薬食発第0104001

平成 19年 1月 4

都 道 府 県 知 事

各地方厚生 ( 支) 局 長

厚生労働省医薬食品局

麻薬、麻楽原料植物、向精神薬及び麻薬 向精神薬原料 を指定す る
政令の一部を改正する政令の施行について (通知)

平成 19年 1月 4日 政令第 6号 をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及
び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成 2年 政令第 238号 。以下 「指定政
令」という。)が 、別添のとおリー部改正されたので、下記事項について御了
知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

改正要旨

改正の概要

次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫

用のおそれが確認 されたことか ら、これを新たに麻薬 として指定するた
め、指定政令を改正 したものである。

2-メチルアミノー1-(3,4-メチレンジオキシフェエル)プロパンー1-オン

②  改 正の内容

次の物質を麻案に指定 したこと。 (指定政令第
一

条関係)
2-メチルア ミノー1-(3,4-メチ レンジオキ シフェエル)プ ロバ ンー1-オン

及びその塩類

③ 施 行期日
公布の日 (平成 19年 1月 4日 )か ら起算して30日 を経過した日 (平

成 19年 2月 3日 )か ら施行するものであること。
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第2 改 正政令の施行に当たっての留意事項

① 医 薬品製造業者、医師、歯科医師、獣医師、研究者及びその他の者が業
務又は研究のため、今般麻薬に指定される物質 (以下 「麻薬指定物質」と
いう。)を 継続して取り扱う場合には、施行日以降、麻薬及び向精神薬取
締法 (以下 「麻向法」という。)に よる規制を受けることとなるので、施
行日までにあらかじめ麻薬施用者、麻薬研究者等の免許取得等必要な手続
を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項を指導し、管理不備
に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

② 既 に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う
場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項を指導し、管理

不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③ ① 及び②について、麻向法第49条 等の規定に基づく麻薬研究者等の届
出書に記載する期初在庫数量については、施行日 (平成 19年 2月 3日 )
現在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

④ 医 薬品製造業者、研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質の

うち、今後必要としないものについては、指定政令等の改正の施行前であ
れば廃棄するよう指導するとともに、施行後であれば所有権を放棄するよ
う指導されたいこと。また、廃棄するときは、焼却その他の当該物質を回
収することが困難な方法によることについても指導されたい。なお、施行
日以降に発見した場合は、所定の調査を行い状況に応じた措置をとられた
いこと。

第 3 物 質の構造式等

化学名 :2-メチルアミノー1-(3, 4 -メチレンジオキシフェニル)

プロパンー1 -オン

:メチロン称

造

俗

構

０

＝
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麻
薬
、

麻
栗
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第

一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
栗
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
七
十
四
号
を
第
七
十
五
号
と
し
、

第
五
十
八
号
か
ら
第
七
十
三
号
ま
で
を

一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、

第
五
十
七
号

の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

五
十
人
　
一
一―
メ
テ
ル
ア
ミ
ノ
十

一
―

（三

・
四
十
メ
テ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
プ

ロ
パ
ン
十

一
―
オ

ン
及
び
そ
の
塩

類
附
　
則

こ
の
政
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。



麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一

〇

麻
薬
、

麻
栗
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
一 部

を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

一年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）

（傍
線

の
部
分
は
改
正
部
分
）

（麻
薬
）

第

一
条
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
七

十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

一
～
五
十
七

　

（略
）

五
十
人
　
一
一―
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
十

一
―

（三

・
四
―
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ

エ
ニ

ル
）
プ

ロ
パ
ン
ー

一
―
オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

五
十
九
～
七
十
五

　

（略
）

改

正

案

第

（麻
薬
）

一
条
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。

）
別
表
第

一
第
七

十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
に
掲
げ
る
物
を
麻
薬
に
指
定
す
る
。

一
～
五
十
七

　

（略
）

（新
設
）

五
十
八
～
七
十
四

　

（略
）

現

行



平成 19年 1月 4日  木 曜日 官
Ｅ
Ⅸ

主
二十 (号外第 1号 )

４
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
人
事
審
議
会
の
分
科
会
長
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、

そ
れ

ぞ
れ
新
防
衛
人
事
審
議
会
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
人
事
審
議
会
の
分
科
会
長
と
し
て
選
任
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
人
事
審
議
会
に
置
か
れ
て
い
る
部
会
は
、

新
防
衛
人
事
審
議
会
令
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
人
事
審
議
会
に
置
か
れ
た
部
会
と
み
な
す
。

６
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
人
事
審
議
会
の
部
会
に
属
す
る
委
員
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日

に
、

新
防
衛
人
事
審
議
会
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
人
事
審
議
会
の
部
会
に
属
す
る
委
員
と
し
て
指

名
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
人
事
審
議
会
の
部
会
長
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、

新
防
衛

人
事
審
議
会
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
人
事
審
議
会
の
部
会
長
と
し
て
選
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

８
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
人
事
審
議
会
の
幹
事
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、

新
防
衛
人

事
審
議
会
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
人
事
審
議
会
の
幹
事
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（防
衛
調
達
審
議
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
防
衛
庁
の
防
衛
調
達
審
議
会

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「旧
防
衛
調
達

審
議
会
」
と
い
う
。

）
の
委
員
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防

衛
調
達
審
議
会
令

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「新
防
衛
調
達
審
議
会
令
」
と
い
う
。

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
防
衛
省

の
防
衛
調
達
審
議
会

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「新
防
衛
調
達
審
議
会
」
と
い
う
。

）
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、

新
防
衛
調
達
審
議
会

令
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
日
に
お
け
る
旧
防
衛
調
達
審
議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期

間
と
同

一
の
期
間
と
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
防
衛
調
達
審
議
会
の
会
長
で
あ
る
者
は
、

こ
の
政
令
び
施
行
の
日
に
、

新
防
衛
調

達
審
議
会
令
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
新
防
衛
調
達
審
議
会
の
会
長
と
し
て
選
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

薬
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
九
年

一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
正塁

一

政
令
第
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

薬
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、

菓
事
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第

一
条
第
四
号
の
規
定
に
基

づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

案
事
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
九
年
四
月

一
日
と

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
翌曇

一

葉
事
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽
　
　
　
　
　
　
　
ャ

平
成
十
九
年

一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

政
令
第
二
号

菓
事
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

菜
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

菜
事
法
施
行
令

（昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
第
九
十
三
号
を
第
九
十
四
号
と
し
、

第
七
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
六
号

の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

七
　
Ｎ
Ｉ

（四
十

［二
―

（二
―
ア
ミ
ノ
ー
四
十
オ
キ
ソ
ー
四

・
七
十
ジ
ヒ
ド
ロ
ー

一
Ｈ
Ｉ
ピ
ロ
ロ
官
十
二
二
ｌ
ｄ
］

ピ
リ
ミ
ジ
ン
ー
五
十
イ
ル
）
エ
テ
ル
〕
ベ
ン
ゾ
イ
ル
】
Ｉ
Ｌ
Ｉ
グ
ル
タ
ミ
ン
酸

（別
名
ペ
メ
ト
レ
キ
セ
ド
）
、

そ

の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

附
　
則

こ
の
攻
令
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
晋
三

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

　

名

御
　

璽

平
成
十
九
年

一
月
四
国

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
豆曇

一

政
令
第
六
号

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
葉
原
料
を
指
定
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、

麻
薬
及
び
向
精
神
楽
取
締
法

（昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
別
表
第

一
第
七
十
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

麻
薬
、

麻
薬
原
料
植
物
、

向
精
神
薬
及
び
麻
薬
向
精
神
薬
原
料
を
指
定
す
る
政
令

（平
成
二
年
政
令
第
二
百
三
十
八

号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
中
第
七
十
四
号
を
第
七
十
五
号
と
し
、

第
五
十
八
号
か
ら
第
七
十
三
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
五

十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
八
　
一
一―
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
十

一
―

（三

・
四
―
メ
テ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
ェ
エ
ル
）
プ
ロ
バ
ン
ー

一
―
オ
ン
及
び

そ
の
塩
類

附
　
則

こ
の
政
令
は
ぃ
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
　
柳
澤
　
伯
夫

内
閣
総
理
大
臣
　
安
倍
　
立自
三


